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◎＝対象　☆＝定員、定数　＄＝料金、費用　＃＝申し込み　♥＝問い合わせ　♦＝共通の内容　 ＝手話通訳　 ＝要約筆記　＊＝市の担当課　F＝FAX　£＝ネット窓口（電子申請）

平成30年度
　北九州市職員の給与の実態
　北九州市の職員の給与は、市人事委員会の勧告（市内の民間企業の給与等
の実態調査を基に行う）などに基づき、市議会の議決を経て、条例で定められて
います。
　また、市長や議員等の特別職の報酬等は、特別職議員報酬等審議会（市内の
公共的団体等の代表者などによって構成）の答申に基づき、市議会の議決を経
て、条例で定められています。
　♥総務局給与課☎５８２・２２１７へ。

●市が使ったお金のうち、人件費が占める割合（普通会計決算）

区　分 歳出額（A） 実質収支 人件費（B） 人件費率
（B/A）

（参考）
２8年度の
人件費率

平成
29年度

千円
551,960,914

千円
2,114,145

千円
110,756,993 20.1％ 12.5％

●市職員の数と１人当たりの給与（普通会計決算）

区　分 職員数
（A）

給　与　費 1人当たり
給与費
（B/A）給　料 職員手当 期末・勤勉

手当 計 （B）

平成
29年度 11,486人

千円
47,486,548

千円
9,065,147

千円
19,162,215

千円
75,713,910

千円
6,592

※「職員数」とは、普通会計に属する一般職職員をいいます。
※「職員手当」には、退職手当を含みません。 

●市職員の平均給料月額など
　平均給料月額、平均給与月額、平均年齢の状況 （平成30年4月1日現在）

区　分
一般行政職

平均給料
月額

平均給与
月額 平均年齢

北九州市 353,797円 432,494円 45.3歳
※｢給与｣とは、給料に扶養手当、地域手当、住居手当などの諸手当を加えたものです。

●市職員（一般行政職）のうち役職者などの割合 （平成30年4月1日現在）
区　分 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級

計
基準職務 係員 主任 主査 係長 課長 部長 局長
職員数（人） 663 1,245 1,099 1,021 350 97 28 4,503
構成比（％） 14.7 27.6 24.4 22.7 7.8 2.2 0.6 100
※「構成比」は、小数点以下第2位を四捨五入した数値です。

●市職員への手当
手当の名称 内　　容

扶養手当 配偶者は月額11,000円、子は月額9,000円、他の扶養親族は月額
7,500円

地域手当 給料、扶養手当、管理職手当の合計額の3%

住居手当 借家、借間に居住し住居にかかる費用を負担している職員に対して
月額27,000円を限度に支給

通勤手当 通勤のためバス・電車等を利用している職員に対して1ヶ月当たり
55,000円を限度に支給

特殊勤務手当 著しく危険、不快、不健康等の業務に従事する職員に対して支給
（全職員の45.8％）

期末・勤勉手当 年間4.4月分（期末手当2.6月分、勤勉手当1.8月分）
（再任用職員 年間2.3月分（期末手当1.45月分、勤勉手当0.85月分））

●市長や議員等の給料・報酬額など

区　分 給料・報酬の月額
(平成30年4月1日現在)

期末手当
(平成29年度支給割合)

市　長
副市長 給料 １，２３０，０００円

９８０，０００円 ６月期　１．５５月分
12月期　１．７０月分

計　３．２５月分
議　長
副議長
議　員

報酬
１，０９０，０００円
９８０，０００円
８８０，０００円

※職員の給与のほか、勤務条件、福利厚生などの人事行政の運営等の状況を市の
ホームページ（アドレスは表紙参照）でもご覧になれます。平成30年度版は12月ま
でに更新します。
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